
屋外広告物申請手続きについて 

 

＊申請部数は 2 部ご提出ください。（申請書は 2 枚 1 部） 

 

 

＊それぞれの申請様式の説明は別添チェックリストをご参照ください。 

 

 

＊事前相談を行い、金額確定後に申請手数料を納付してください。納付方法については、

担当者に詳細をお尋ねください。 

 

 

＊屋外広告物の許可制度等につきましては、関連ページをご覧ください。 

 

 

＊審査のために 2 週間程度かかりますので申請書はお早めにご提出ください。 

 

 

＊来所される際は、事前に担当者へ日時をご連絡ください。 

 

 

＊許可書の受け取りをご郵送で希望される場合は、返信用封筒をご提出ください。 

 

 

【問合せ先】 

〒252-1133 神奈川県綾瀬市寺尾本町１－１１－３ 

 

厚木土木事務所東部センター 許認可指導課 屋外広告物担当 

 

TEL ０４６７－７９－２８６５ 


